
意見書案第２号 
 
 
「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」及び 

「特養の要介護１、２の入所継続」を求める意見書の提出について 

 

 
上記の議案を宗像市議会会議規則第１４条第１項の規定により、次の

とおり提出する。 
 
 
平成２６年３月２５日 

 
宗像市議会議長 吉田 益美 様 

 
提出者 宗像市議会議員 末吉 孝 
賛成者 宗像市議会議員 植木 隆信 
賛成者 宗像市議会議員 新留 久味子 

 

 
提案理由 
社会保障審議会・介護保険部会が「介護保険制度の見直しに関する意見」

の中で、要支援１、２の認定者に対する配食、見守り、生活支援サービス

などを介護保険給付の対象外とすること、一定以上の所得の利用者に対す

る利用料を引き上げることなどを示した。このことは、一律に要支援者か

ら必要な介護を奪うもので、症状の重度化を招き、かえって介護費用を増

やすのではないかと懸念されている。また、特養の入所者を原則要介護３

以上とすることについては、行き場のない介護難民の増加に直結するおそ

れがある。 

よって、「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」

及び「特養の要介護１、２の入所継続」を強く求めるため、関係機関に意

見書を提出する。 

 

 
提出先 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、 

総務大臣 

  



「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」 

及び「特養の要介護１、２の入所継続」を求める意見書（案） 

 

 １２月２０日、社会保障審議会・介護保険部会は、次期介護保険の見直

しに向けて、「介護保険制度の見直しに関する意見」を決定しました。この

中で、厚生労働省は、介護保険で「要支援１、２」と認定された高齢者に

対するサービスの総費用上限を設けて､伸びを抑制する方針を示しました。

これに基づいて、要支援１、２の認定者に対する配食、見守り、生活支援

サービスなどを介護保険給付の対象から外し、ボランティアやＮＰＯ、民

間企業の配食サービスなどを活用して行う地域支援事業に委ねます。 

このことは要支援者こそ、廃用症候群や引きこもり、認知症の悪化、心

身の機能低下を防ぐうえでより介護を必要としている人々ですが、「意見」

は一律に要支援者から必要な介護を奪うもので、重度化によりかえって介

護費用を増やすことになります。 

 事業内容は、市町村の裁量とされ、介護にあたる人員や運営の基準もな

く、これまで受けていた医療や介護の専門家による公的サービスが取り上

げられることになります。市町村の人材不足や社会資源の脆弱さ、市町村

の実務負担の増加なども指摘されており、サービスの地域間格差も懸念さ

れています。 

 要支援者のうち約６割が利用する訪問介護と通所介護の利用者が介護保

険のサービスから外されることになり、多くの介護事業所の経営を直撃す

ることは間違いありません。そして介護事業所の倒産と、そこで働く介護

労働者の失業が懸念されます｡その結果､ただでさえ足りない介護労働者の

離職を促し、ますます利用者から必要な介護を奪うのではないか危倶され

ます。 

 また、一定以上の所得の利用者は利用料負担を引き上げるべきとしてい

ますが、実際には、介護保険料も大幅に引きあがっており、そのうえ消費

税が引き上げられた場合、さらに利用料負担を上乗せすることは、必要な

介護を奪うことに繋がるのではないか懸念するものです。むしろ、国の責

任で制度の持続可能性と公平性を確保すべきと考えます。 

 さらに、特養の入所者を原則要介護３以上とすることについて、要介護

１、２の特養入所者の入所理由は「介護者不在」や「介護困難」が６割、

「認知症」が２割というデータもあります（全国老施協)。特養入所者を原

則要介護３以上にすることは行き場のない介護難民の増加に直結するおそ

れがあります。 

 以上の趣旨から下記の事項について要望します。 

 

１ 要支援者に対する介護予防給付を継続すること。 

２ 利用者負担を増やさないこと。 

３ 施設入所の対象から「軽度者」をはずさないこと。 
 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

平成２６年  月  日 

 

福岡県宗像市議会議長 吉田 益美 


